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基本的な考え方

・学術研究の進展や急速な技術革新 ・ロースクールやビジネススクール
・社会経済の高度化、複雑化 など、大学院レベルでの高度専門
・グローバル化の進展 職業人養成に対する社会的ニーズ
・雇用環境の変化 等 の高まり

国際的・社会的に通用する高度専門職業人を養成する、
新たな形態の大学院として専門職大学院を創設

具体的な方策

① 高度専門職業人養成に特化した「専門職大学院」制度を創設

○ 従来の修士・博士課程に加え、高度専門職業人養成に特化した新たな大学院の課
程として専門職学位課程を創設

○ 専門職学位課程を置く大学院を専門職大学院として位置付け
○ 専門職大学院の一類型として「法科大学院」を位置付け

② 職業分野の特性に応じた実践的な教育を実施

○ 各職業分野における教育内容等にふさわしい修業年限を設定
○ 各職業分野の特性に応じて、事例研究、討論、現地調査など多様で実践的な教育
を提供

○ 各職業分野で豊富な経験を有する実務家を教員として相当数配置

③ 高度な専門職業能力を証明する「専門職学位」を創設

○ 専門職大学院の修了者には、修得した高度な専門職業能力を証明する学位として、
専門職学位を授与

④ 第三者評価制度を導入

○ 国際的にも通用する実践的な教育水準を確保するため、各専攻分野ごとに当該職
業分野の実務家も関係する第三者評価機関による継続的な第三者評価を実施


